
 

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館令和４年度県外在住被爆者証言ビデオ制作業務 

に係る公募型プロポーザル手続開始の公示 

  

令和４年４月２５日 

 

次のとおり企画提案書の提出を招請します。 

 

公益財団法人広島平和文化センター 

理事長 小泉 崇 

 

１ 提案を求める業務 

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館令和４年度県外在住被爆者証言ビデオ制作業務 

 

２ 業務内容 

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館令和４年度県外在住被爆者証言ビデオ制作業務仕様書のとおり 

 

３ 業務期間 

  契約締結の日から令和５年３月１５日まで 

 

４ 概算事業費 

６，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）を上限とする。 

 

５ 受託業者の選定方法 

  公募型プロポーザルを実施し、最優秀提案者を選定する。 

  公募型プロポーザル手続き等の詳細については、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館令和４年度県外

在住被爆者証言ビデオ制作業務に係る公募型プロポーザル説明書（以下「プロポーザル説明書」という。）

による。 

 

６ 参加資格 

  次に掲げる条件をいずれも満たしているものであること。 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則第２条の規定に該当しない者であること。 

(2) 広島市競争入札参加資格令和２・３・４年の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役

務（建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「役務の提供の施設

維持管理業務を除く役務」の登録種目「３０－０４ 広報・宣伝」の取扱区分「０２ 映画・ビデオ・

スライド等の制作」に登録している者であること。 

(3) 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有するものであること。 

(4) 公示の日から参加申込の日までのいずれの日においても営業停止処分又は広島市の指名停止措置

者若しくは競争入札参加資格の取り消しを受けていないこと。 

(5) これまでにインタビューをともなう地上波放送番組において、ディレクターの経験実績がある者を

編集責任者とすること。 

 

 



 

７ プロポーザル説明書及び業務仕様書等の配布方法 

  公益財団法人広島平和文化センター（以下「当財団」という。）のホームページからダウンロードする

ことができる。 

 

８ 参加申込 

 (1) 申込期間 

   公告の日から令和４年５月１７日（火）まで。（持参の場合は土曜日、日曜日、祝日を除く毎日。午

前８時３０分から午後５時まで） 

 (2) 提出場所 

〒730-0811 広島市中区中島町１番６号 

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 

TEL 082-543-6271 FAX 082-543-6273 

E-mail: info@hiro-tsuitokinenkan.go.jp 

 (3) 提出方法 

   公募型プロポーザル参加資格確認申請書（様式１）を持参又は郵送（配達証明書付き書留郵便に限

る。提出期限までに必着のこと。）で提出する。 

 (4) 参加資格確認結果の通知 

   令和４年５月２３日（月）までに参加資格確認結果を通知する。 

 

９ 企画提案書の提出 

 (1) 提出期間 

   公示の日から令和４年５月３０日（月）まで。（持参の場合は土曜日、日曜日、祝日を除く毎日。午

前８時３０分から午後５時まで） 

 (2) 提出場所 

   前記８(2) に同じ。 

 (3) 提出方法 

   企画提案書（様式２－１から２－８）を持参又は郵送（配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限

までに必着のこと。）で提出する。 

 

10 最優秀提案者の選定 

 (1) 企画提案書の審査は国立広島原爆死没者追悼平和祈念館令和４年度県外在住被爆者証言ビデオ制

作業務プロポーザル審査委員会が行う。 

 (2) 審査基準 

   プロポーザル説明書に記載のとおり。 

 (3) 審査結果の通知 

   審査結果は、すべての参加者に、書面により通知する。 

＊選定されたか否かのみの通知を各参加者に郵送で行う。 

＊選定後は、今回の応募者全員の称号・名称、各応募者の評価結果（内訳概要）、審査委員の氏名及び

職名を当財団のホームページに掲示する。 

 

11 その他 

(1) 契約保証金 



 

   契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の１００分の１０以上の契約保証金

を納付しなければならない。 

    ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は免除する。 

 ア 保険会社との間に当財団理事長を被保険者とする履行保証保険を締結して、前記８（2）に提出し

たとき。 

   なお、履行保証保険契約の締結に当たっては、事前に保険取扱機関の審査が必要であり、落札決

定後や契約締結日になって初めて保険の申込みをすると保険の締結ができない場合があることか

ら、必ず事前のできるだけ早い時期に保険取扱機関と相談しておくこと。 

 イ 契約保証金免除申請書（当財団のホームページからダウンロードできる。）を前記８（2）に提出

したとき。なお、契約保証金免除申請の承認には、次の(ｱ)から(ｳ)までに掲げる条件を全て満たしし

ている必要がある。 

  (ｱ) 契約を締結しようとする日から過去２年間に国、地方公共団体又は当財団と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行していること。 

  (ｲ) 広島市税について滞納がないこと。 

  (ｳ) 消費税及び地方消費税について未納税額がないこと。 

   詳細については、「契約履行実績による契約保証金の納付の免除について」（当財団のホームペー

ジからダウンロードできる。）を参照のこと。 

   なお、契約保証金免除申請の承認には、当財団による審査が必要であり、契約締結日になって初

めて契約保証金の免除を申請すること、当財団において上記条件の確認ができない場合があること

から、必ず落札決定後のできるだけ早い時期に、前記８（2）に申請すること。 

(2) プロポーザルの中止等 

  本件プロポーザルに関して、天災地変があった場合、プロポーザル参加者の談合や不穏な行動の情

報があった場合など、プロポーザルを公正に執行できないと判断されるときは、プロポーザルの執行

を延期又は中止することがある。 

(3) その他 

  詳細はプロポーザル説明書による。 


